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神戸親和女子大学に対する大学評価（認証評価）結果 

 

 

 

Ⅰ 判 定 

 

2021（令和３）年度大学評価の結果、神戸親和女子大学は本協会の大学基準に適合し

ていると認定する。 

認定の期間は、2022（令和４）年４月１日から2029（令和11）年３月31日までとする。 

 

 

Ⅱ 総 評 

神戸親和女子大学は、教育理念「建学の精神に則り、学問を通しての人間形成を目指

し、国際的知識と視野と感覚を涵養して世界に役立つ実践力を高め、人権への洞察を極

め、未来を担う豊かな知性ある女性を育てんとする」に基づき、「社会の発展方向を広

く視野におき、学芸に関する多様な教育研究を通して豊かな教養を培い、専攻に係る学

識を深めることによって、総合的判断力をもち主体的に社会に対応できる人間を育成

すること」を目的としている。その実現に向けて、2020（令和２）年度に「第３次 10

年構想５か年計画」を設定している。また、2019（令和元）年度に、今後の 10年に焦

点を定めた新たな教育ビジョン「SHINWA VISION 2030」を策定している。 

内部質保証については、2015（平成 27）年度以降の「大学評価委員会」における全学

的なシステムの整備を経て、2019（令和元）年度に、内部質保証の推進に責任を負う全

学的な組織として「全学内部質保証推進ワーキング・グループ」（以下、「全学質保証Ｗ

Ｇ」という。）を設置した。「全学質保証ＷＧ」は、既存組織である「執行部会議」に、

教学面を担当する「教学マネジメント会議」を加える形で構成されている。「全学質保

証ＷＧ」により、内部質保証のための全学的基本方針を策定し、それに基づいて内部質

保証システムを整備している。ただし、このシステムは構築から日が浅く、小規模な大

学としての利点及び不足点を見極めながら、この新しいシステムのもと、内部質保証に

取り組んでいる段階である。「ＩＲ推進室」によるデータの収集と分析、またそのフィ

ードバックが詳細にわたり丁寧に行われている点は、内部質保証を支えるための強み

となっている一方、「経営戦略会議」をはじめとした関連組織のシステム上の位置づけ

が不明確であることから、今後「全学質保証ＷＧ」を中心とした体制の見直しや権限、

役割の明確化が求められる。点検・評価結果に基づく改善・向上に向けた支援について

も現段階では十分ではないことから、今後ＰＤＣＡサイクルを回しながら、内部質保証

システムの適切性について定期的な点検・評価を行い、より効果的にシステムを運用で

きるよう検討を続けていくことが期待される。 
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教育内容・方法については、全学的な教育目的に基づいて、学位の種類ごとに方針を

定め、各学科、研究科の専門性を考慮して適切に規定されている。学部教育においては、

2015（平成 27）年度以降、１年間に履修登録できる単位数の上限設定の導入により学

生の単位修得に必要な学習時間を確保したうえで、各学科の学修内容に応じて講義、演

習、実習等の授業形態を適正に配置している。教育の特色として、学生の主体的、探究

的な学びを実現するために、アクティブ・ラーニングの方法を取り入れた授業を多く展

開していることが挙げられる。こうした教育内容については、カリキュラムマップにわ

かり易くまとめられ、学生に周知している。全学的な学習成果の把握に向けた取り組み

としては、学部・学科・大学院研究科ごとに、専門性に合わせたルーブリックが策定さ

れている。また、学生に対する「学修行動調査」や「満足度調査」、通信教育部につい

ては別途「学修行動調査」を実施しており、大学全体、学科・専攻、科目の３段階で学

習成果の評価を行う指針としてアセスメント・ポリシーが策定されている。学生の学習

成果の把握に向けて、大学全体として精力的に取り組んでいることがわかる。 

教育目的に掲げられた「主体的に社会に対応できる人間を育成すること」を目指し、

地域連携センターを中心とした社会連携・社会貢献、とりわけ近隣地域との連携や近隣

地域への貢献は、大学の伝統的な特性であり、高く評価できる。また、「ＦＤ推進委員

会」の主導のもとで、カリキュラム開発や教員の研究を含めたキャリア開発等、教員組

織や教育課程に即した多様で実践的なファカルティ・ディベロップメント（以下、「Ｆ

Ｄ」という。）活動を展開しており、教員の参加率が高いことも、優れた取り組みとい

える。さらに、教員活動評価において評価項目を確認、検証し、必要に応じた見直しな

どを毎年行っている点も、教育内容の向上につながることが期待され、高く評価でき

る。 

一方で指摘すべき問題点も見受けられる。学生の受け入れの状況が好転しないこと

や、それによって教育研究活動を安定して遂行するための財務基盤が確立できていな

いことは、教育研究の永続性の確保に向け早急に改善が求められる。今後は、中・長期

計画に掲げた入試改革及び教育改革を中心とした諸政策を着実に遂行し、「第３次財政

改善計画」に基づき、財政基盤の確立を図るよう是正されたい。 

今後、内部質保証の取り組みを通じてこれらの問題点を解決するとともに、特徴ある

取り組みを発展させることで、更なる飛躍を期待したい。 

 

 

Ⅲ 概評及び提言 

１ 理念・目的 

＜概評＞ 

① 大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、学部・研究科の

目的を適切に設定しているか。 
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建学の精神に基づく教育理念を「建学の精神に則り、学問を通しての人間形成を

目指し、国際的知識と視野と感覚を涵養して世界に役立つ実践力を高め、人権への

洞察を極め、未来を担う豊かな知性ある女性を育てんとする」と掲げ、これに基づ

き、大学の目的を「社会の発展方向を広く視野におき、学芸に関する多様な教育研

究を通して豊かな教養を培い、専攻に係る学識を深めることによって、総合的判断

力をもち主体的に社会に対応できる人間を育成すること」と定めている。 

これらに則り、各学部・研究科・通信教育部の目的を適切に定めている。例えば、

文学部の目的については「豊かな教養と専門知識をもち、多様な価値観を持つ人々

と共生できる柔軟な考え方と広い視野を持つ人材、様々な社会の文化や個人が抱

える課題の解決に貢献できる人材を育成する」としている。また、文学研究科につ

いては「学部における一般的及び専門的教養の基礎のうえに、専門の学科を教授研

究し、深広な学識と研究能力を養うとともに、高度な専門的知識を有する職業人を

養成する」という研究科共通の目的のもとに、専攻ごとの目的を定めている。 

以上のことから、大学の理念・目的を適切に設定し、それを踏まえ、学部・研究

科の目的を適切に設定していると判断できる。ただし、大学の理念（建学の精神）

については、媒体により表現が異なることから今後の検討が望まれる。 

 

② 大学の理念・目的及び学部・研究科の目的を学則又はこれに準ずる規則等に適切に

明示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公表しているか。 

大学・学部の目的は学則に、研究科の目的は大学院学則に、通信教育部の目的は

「通信教育部規程」に明示している。これらの目的は、ホームページに掲載し社会

に対して公表しているほか、『学生要覧』に記載しており、学生への周知も行って

いる。また、教職員に対しては、理事長・学長のメッセージや中・長期計画「第３

次 10年構想５か年計画」で周知されている。なお、点検・評価において、学生や

教職員への周知に関しては更なる努力の必要性が課題として挙げられていること

から、今後の工夫が期待される。 

 

③ 大学の理念・目的、各学部･研究科における目的等を実現していくため、大学とし

て将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を設定しているか。 

中・長期の計画として、2020（令和２）年度に「第３次 10年構想５か年計画」

を定めている。この計画は、2010（平成 22）年度、2015（平成 27）年度にそれぞ

れ策定された第１次、第２次の計画及びその実績の検証結果、前回の大学評価（認

証評価）結果を踏まえて策定している。具体的な内容として、本協会の大学基準に

従った項目について、「目標」「計画」「中期計画（５年間のロードマップ）」「改善

方策」「検証・評価」のそれぞれを定めており適切な計画になっている。また、新

たな教育ビジョンとして「SHINWA VISION2030」を策定し、第３次計画にも反映し
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ている。さらに、第３次計画を具体化したアクションプランを策定している。 

以上のことから、大学として将来を見据えた中・長期の計画を適切に設定してい

る。 

 

２ 内部質保証 

＜概評＞ 

① 内部質保証のための全学的な方針及び手続を明示しているか。 

内部質保証のための全学的基本方針及び手続は、「執行部会議」のもとに 2019（令

和元）年度に設置した「全学質保証ＷＧ」によって定められている。内部質保証の

方針を、「社会の一員として本学の教育研究をはじめとした諸活動について方針を

策定し、それに基づき着実に実行し、確実な成果を上げるよう努め、その結果が適

切な水準に達していることを自らの責任において説明、証明する活動に積極的に

取り組む」と掲げ、「全学質保証ＷＧ」の役割と手続について、「教育活動、教育支

援・学生支援の業務、研究活動、地域貢献の活動及び大学運営等の大学の諸活動に

ついて方針を定め、各学内組織に指示するとともに、必要な支援及び指導・助言を

行う。各学内組織の活動結果を検証し、検証の結果に基づき必要な改善案を策定す

るよう各学内組織に提案する」と定めている。 

以上のように、内部質保証のための方針及び手続については、適切に明示されて

いる。しかし、システムが構築されて間もないことから、今後は全学的な周知を図

ることが望まれる。 

 

② 内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備しているか。 

「全学質保証ＷＧ」は、既存組織である「執行部会議」に、教学面を担当する「教

学マネジメント会議」を加える形で組織され、そのメンバーは、学長、副学長、各

学科長、教務相当部長、学生担当部長、ＩＲ推進室長、事務局長、学長室長、教務

担当課長で構成されている。全学的な内部質保証の推進にあたって、「全学質保証

ＷＧ」を構成する「執行部会議」は教育全体、研究、社会貢献、大学運営等のマネ

ジメントを、「教学マネジメント会議」は３つの方針に基づく教育活動のマネジメ

ントをそれぞれ担い、役割を分担しながら連携する体制となっている。 

各学部・学科等及び各学内組織の点検結果は、「大学評価委員会」に報告され、

同委員会は、全学的な見地から点検・評価を行い、「全学質保証ＷＧ」にその結果

を報告する。「全学質保証ＷＧ」は、内部質保証活動を行ううえで、「ＩＲ推進室」

から必要な情報や分析結果の提供を受け、外部有識者等に対し点検・評価結果を示

し、意見聴取を行い、「全学質保証ＷＧ」の座長である学長が総括を行う。以上の

組織の連関は、「全学内部質保証推進組織」に図式化されている。 

これらの内部質保証を担う全学的組織の権限と役割は、「内部質保証のための全
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学的な方針及び手続」によって定められているほか、「教学マネジメント会議」の

役割や権限については「教学マネジメント会議内規」に定められている。また、「大

学評価委員会」については、「神戸親和女子大学大学評価規程」、及び「大学評価委

員会規程」に定められている。「大学評価委員会」は、「自己点検・評価の作業結果

を自己点検・評価報告書に取りまとめ、学内外に公表」し、「評価の結果をふまえ、

自己点検・評価項目、実施方法、実施体制及び評価の結果の活用について定期的に

見直し、改善に努める」ことになっている。「大学評価委員会」は、「大学執行部会

議」の構成員に加え、各学部長、各学科長、各研究科専攻主任、通信教育部長、各

センター長、各部長、事務局次長、学長室課長、庶務担当・教務担当課長によって

構成されている。 

以上のように、「大学評価委員会」が各組織の自己点検・評価の検証活動を行う

一方で、「全学質保証ＷＧ」は、学部・学科等、及び各学内組織に対して全学的な

視点から基本方針を策定・提示し、各組織に伝達するとともに、全学的な内部質保

証推進システムをマネジメントする役割を担っている。このことから、内部質保証

の推進に責任を負う全学的な体制は一定程度構築されているといえる。ただし、

「全学質保証ＷＧ」の設置の根拠は、「執行部会議」における申合せであり、それ

自身が独自の規程によって恒常的な会議体として設置されているとはいいがた

い。このことから、内部質保証に係る活動の永続性や安定性は担保されているとは

いえず、また、全学の内部質保証活動に係る会議体である「経営戦略会議」「ＦＤ

推進委員会」等と推進組織との関連が明示されていないため、改善が求められる。 

 

③ 方針及び手続に基づき、内部質保証システムは有効に機能しているか。 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程の編成・実施方針（カリキュ

ラム・ポリシー）、学生の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）の３つの方

針について、「教学マネジメント会議」が全学的な見地から立案している。その基

本方針は、中・長期計画である「第３次 10年構想５か年計画」に示されている。

前回の中・長期計画では、３つの方針との関連で教育目標が掲げられ、教育課程全

体の編成方針として、カリキュラム・ポリシーを明確にすること、教育目標を実現

するために、オンキャンパス教育とオフキャンパス教育の融合を図ること、学生の

多様な教育ニーズに応えるカリキュラムを編成すること等の７点が示されてい

る。これに従って、各学部・学科等における３つの方針を設定している。 

３つの方針に基づく教育に関する企画・設計、運用、検証、及び改善・向上の取

り組み（ＰＤＣＡサイクル）は、「教学マネジメント会議」が中心となって行って

いる。学部・学科等は、各ポリシーに基づいて教育活動に取り組むが、その結果は

アセスメント・ポリシーに基づいて、各学部や研究科及び「教学マネジメント会議」

において検証している。検証後は、必要に応じて「全学質保証ＷＧ」から学部・研
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究科及び各学内組織に対し改善提案が出されている。 

学部・研究科、各学内組織に関する点検・評価活動において、中心的役割を果た

す「大学評価委員会」のもとに、本協会の大学基準に対応する形で９つの評価専門

部会を設置している。これら評価専門部会による点検・評価の結果を「大学評価委

員会」が全学的な見地から検討を行い、その結果に基づく改善・向上を「全学質保

証ＷＧ」が中心となって運営・支援していくことになっている。 

自己点検・評価の客観性、妥当性を確保するため、2015（平成 27）年度に設置し

た「ＩＲ推進室」が客観的な資料の提供等を行っている。ここでは、学習成果の収

集・分析が行われ、「全学質保証ＷＧ」が妥当性を的確に判断できるようにしてい

る。とくに、「教学マネジメント会議」では、単位の実質化に向けた意見交換がな

され、「ＩＲ推進室」が作成した資料の学生へのフィードバックと内容の確認、Ｆ

Ｄ研修を通じたルーブリックの確認作業が行われている。こうした取り組みは、教

員評価の精緻化や向上に寄与している。 

行政機関、認証評価機関等から指摘があった事項については、「大学評価委員会」

の該当する評価専門部会において検証され、改善に向けた取り組みを実施してい

る。これを受けて最終的に同委員会より、改善報告が出される体制となっている。 

以上、内部質保証における取り組みは、「大学評価委員会」の活動がＰＤＣＡサ

イクルを意識した各評価専門部会による評価へと移行したことや、「ＩＲ推進室」

による客観的データを活用した評価活動、またアセスメント・ポリシーやルーブリ

ックの導入による評価の透明化、精緻化の取り組みにみられるように、深化を遂げ

てきており、評価機能の強化が図られている。ただし、「全学質保証ＷＧ」による

改善指示に基づく改善活動の状況を同ＷＧが十分に把握できておらず、改善に向

けたそれぞれの活動をより有機的に結びつけた同ＷＧによるマネジメントが十分

とはいえないことから、今後の改善が求められる。 

 

④ 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況等を適切に公表

し、社会に対する説明責任を果たしているか。 

法令で求められる教育研究活動等の状況や自己点検・評価結果等について、ホー

ムページを通じて公表されている。また、点検・評価結果には、中・長期計画の実

施状況も併せて記載されている。教員の教育研究活動については、データベース化

され、ホームページ上で閲覧できるようになっている。 

また、外部機関が運営する「大学ポートレート」に掲載する情報については、担

当職員で構成される担当プロジェクトを組織し、掲載情報の正確性と信頼性を確

保するとともに、定期的な更新に努めている。 

財務状況については、法人のホームページにおいて、事業計画を含め詳細に掲載

されている。 
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以上のように、教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動につ

いては適切に公表され、社会に対する説明責任も十分果たしているといえる。 

 

⑤ 内部質保証システムの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、

その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

内部質保証システムの適切性については、「全学質保証ＷＧ」が定期的に点検・

評価することになっている。しかし、現行の体制が整備されて間もないことから、

まだシステムの適切性を点検・評価する段階には至っていない。ただし、自己点検・

評価を実施する「大学評価委員会」による評価専門部会制の導入や「10 年構想５

か年計画」の検証を併せて行うなど、内部質保証システムの改善・向上への取り組

みは、定期的・継続的に行われているといえる。 

このように、内部質保証システムの適切性に関する検証については、不十分な点

が見受けられる。また、「全学質保証ＷＧ」において自己点検・評価結果を踏まえ

た各組織、領域に対する改善支援、進捗管理の状況を明示できる段階にない。ただ

し、「大学評価委員会」の活動を中心に、点検・評価の結果を着実に改善・向上へ

と結びつけていく基盤は十分に整えられているため、今後は「全学質保証ＷＧ」を

中心に、システムの全体像をより詳細に示しつつ、その適切性を点検・評価できる

段階へと計画的に進むことが期待される。 

 

 ＜提言＞ 

 改善課題 

１）内部質保証の推進を担う「全学質保証ＷＧ」は、規程上の位置づけがなく、組織

的な正当性や、内部質保証を推進するための会議体としての永続性が十分であ

るとはいえない。また、内部質保証に係る「経営戦略会議」「ＦＤ推進委員会」

等の関連組織が内部質保証体制上明確に位置づけられておらず、それらの連関

についても十分に示しているとはいえない。さらに、点検・評価に基づく「全学

質保証ＷＧ」による改善課題の提示はなされているものの、同ＷＧによる各組織

に対する改善支援の内容、進捗管理状況について適切に把握し、マネジメントや

支援が十分ではないことから、内部質保証推進組織による、点検・評価の結果に

基づく改善・向上に向けた支援を適切に行うよう改善が求められる。 

 

３ 教育研究組織 

＜概評＞ 

① 大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センターその他の組織

の設置状況は適切であるか。 

学士課程については、教育理念及び大学の目的に基づき、通学課程として文学部
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に国際文化学科（2020（令和２）年度までは総合文化学科）、心理学科、発達教育

学部に児童教育学科、ジュニアスポーツ教育学科の２学部４学科を、通信教育部と

して発達教育学部児童教育学科を設置している。また、大学院文学研究科に心理臨

床学専攻、教育学専攻を設置している。改組にあたっては、中・長期計画「10年構

想５か年計画」に則っており、また時代のニーズに合わせて実施している。 

学部・学科等の教育研究を補完する教育研究組織として、学習教育総合センタ

ー、国際教育研究センター、キャリアセンター等のセンターを設置している。これ

らのセンター・附属施設は、学部・学科、研究科・専攻での教育研究と密接に連携

しており、設置にあたっては、学問の動向や社会の要請、大学を取り巻く国際環境

の変化を考慮している。 

以上のことから、大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、セ

ンターその他の組織の設置状況は適切である。 

 

② 教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結

果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

教育研究組織の適切性は、「全学質保証ＷＧ」及び「大学経営会議」において検

証することとしている。「全学質保証ＷＧ」では点検・評価に基づき課題を抽出し、

各学科会議や委員会、事務組織へ改善に向けた計画等の策定と実行を指示するこ

とで組織等の適切性を維持している。また、毎月１回の「大学経営会議」において、

学科等の現状と改善に向けた課題について検証している。大学の将来構想を検討

するとともに、大学改革を推進するため、「企画戦略・改革推進室」を学長室に設

置し、理事長を室長として、戦略的な組織の設置、改廃、大学改革の推進を図る体

制を整備している。 

学部・学科の設置・改廃にあたっては、「プロジェクトチーム」を設置し、適切

な情報を収集・分析しながら検討を行ったのち、教授会、理事会等の了承を得て、

所管官庁に対して所定の手続を進めることとしている。また、改善が求められる事

案については、「教務委員会」等へ改善計画の提案を行っている。近年では、大学

の中・長期計画に基づき、2019（平成 31）年４月開設に向けて、新学部・新学科の

改組転換等の構想を進めてきた。2019（平成 31）年４月から福祉臨床学科（通信

教育課程を含む）の学生募集を停止し、合わせて児童教育学科及びジュニアスポー

ツ教育学科の定員増を文部科学省に届け出た。また、2021（令和３）年度より、総

合文化学科を国際文化学科に名称変更し、カリキュラムをより国際性をもたせた

ものに変更するとともに、発達教育学部心理学科の学生募集を停止し、心理専門職

のみならず一般企業への就職にも対応できる文学部心理学科を設置した。 

以上のように、教育研究組織の適切性について定期的に検証し必要な改善を行

っている。今後は、「ＩＲ推進室」によるＩＲデータを活用した点検・評価及び新
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たに整備した内部質保証システムのもとで、改善・向上が図られることが期待され

る。 

 

４ 教育課程・学習成果 

＜概評＞ 

① 授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。 

学士課程については、全学的な教育目的に基づき、授与する学位ごとにそれぞれ

の専門性を考慮して学位授与方針を適切に定めている。例えば、文学部総合文化学

科（2021（令和３）年度より国際文化学科）では、「（１）日本語運用能力や、英語・

中国語のコミュニケーション能力を高め、異文化間交流を積極的に行う力、（２）

国際的な視野にもとづく批判力、判断力、課題解決力を備え、社会が抱えるさまざ

まな問題に積極的に関わっていく力、（３）ＩＣＴを利用し、国際社会に発信し、

新しい情報社会に参画する力」を身につけたうえで開設するコースの専門的な資

質能力を修得した者に対し学位を授与することを掲げており、いずれの学部・学科

においても適切に学習成果を示している。なお、発達教育学部通信教育部について

は、通学課程と共通の学位授与方針を設定している。 

修士課程の学位授与方針も授与する学位ごとに定めており、例えば、文学研究科

心理臨床学専攻では、専門的な資質能力を通じて専門的職業に寄与できる者に対

し学位を授与するとしたうえで、「心理臨床に関わる領域あるいはその近接領域に

関わる領域の幅広い高度な知識を習得し、活用できる」「心理臨床実践の経験を豊

富にもち、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働等分野で実践できる」

「研究能力を高め、専門的知識に裏付けられた修士論文を作成できる」ことを求め

ており、適切に学習成果を規定していると判断できる。 

学士課程、修士課程のいずれの方針も、『学生要覧』や『大学院要覧』『通信教育

部学生要覧』のほか、ホームページ等で公表している。 

以上のことから、授与する学位ごとに学位授与方針を定め、公表していると判断

できる。 

 

② 授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表しているか。 

学士課程については、学位授与方針に基づき、学部（通学課程）に共通する「共

通教育」の教育課程の編成・実施方針を定めるほか、授与する学位ごとにそれぞれ

の専門性や学びの方法を考慮して教育課程の編成・実施方針を適切に定めている。

例えば、「共通教育」の方針は、「総合的判断力をもち主体的に社会に対応できる能

力を身につけること」を目的に「ベイシック・スキル」「リベラルアーツ」「キャリ

アデザイン」等の科目群を設置することを明示し、それぞれ学びの順次性、継続性、

発展性を考慮すること等、教育課程の編成に関する基本的な考えや、講義、演習、
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実習等の授業形態、アクティブ・ラーニングの採用等、実施に関する基本的な考え

を明示している。また、各学科に固有の教育課程の編成・実施方針は、例えば文学

部心理学科では、必修科目は「基本科目」「演習科目」、選択科目は「基幹科目」「発

展科目」「学部内共通科目」で構成され、それぞれが系統的・体系的に配置するこ

とを明示し、また「共通教育」の方針と同様の教育課程の実施に関する基本的な考

え方を示しており、いずれも適切である。さらに、通信教育部の方針では、通学課

程の方針を基礎に、「テキスト履修科目」及び「スクーリング履修科目」の明示や、

「テキスト履修科目」におけるレポート添削及び「質問票」を通じた対話的学修の

実施を掲げている。 

修士課程については、修了認定・学位授与の基本方針に基づき、専門分野の学問

を専門的に深く学ぶための専門教育科目群を体系的に編成し、講義、演習、実習等

の教育方法を適切に実施することを明示している。 

学士課程、修士課程のいずれの方針も、『学生要覧』や『大学院要覧』『通信教育

部学生要覧』のほか、ホームページ等で公表している。 

以上のことから、授与する学位ごとに教育課程の編成・実施方針を定め、公表し

ていると判断できる。 

 

③ 教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、

教育課程を体系的に編成しているか。 

学士課程については、各教育課程の編成・実施方針に基づき、共通科目である「共

通教育」科目及び学部・学科独自の専門科目を設置している。「共通教育」科目で

は、「ベイシック・スキル」「リベラルアーツ」（「外国語コミュニケーション」「文

化の中の人間」「現代社会と市民」「女性をとりまく社会」「生命と自然」「多文化を

生きる」「情報リテラシー」）「キャリアデザイン」「日本語コミュニケーション（留

学生）」とされ、それぞれに適切な科目を配置している。専門科目は、「必修科目」

（「基本科目」「演習科目」）「選択科目」（「基幹科目」「発展科目」）に分類されてお

り、適切に配置している。例えば、文学部国際文化学科は、方針に基づき、専門科

目として必修の「基本科目」「演習科目」、選択の「基幹科目」「発展科目」「学部内

共通科目」となっている。他の学科も同様に、方針に基づき共通科目と専門科目を

配置し適切である。通信教育部においても、方針に沿って科目を設定し、通学課程

同様カリキュラムマップを策定している。 

修士課程については、各教育課程の編成・実施方針に基づき、必修科目、選択科

目を設置している。例えば、文学研究科心理臨床学専攻では、必修科目において演

習や特論、実習を配置し、大学院での学びの核となる科目を設定していることに加

え、選択科目では「心理学統計法特論」「神経心理学特論」「学校臨床心理学特論（教

育分野に関する理論と支援の展開）」等、専門分野の学びを深められる科目を多数
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設置している。また、いずれの科目も段階的に学びが深められるよう体系的に配置

した内容となっており、適切である。 

教育課程の編成・実施方針と教育課程は整合性が図られており、また、到達目標

と科目との関係は、カリキュラムマップで明確に示されている。カリキュラムマッ

プにおいて科目にナンバリングも付して順次性をもたせている。 

以上のことから、各学位課程にふさわしい授業科目を開設し、教育課程を体系的

に編成していると判断できる。 

 

④ 学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講じているか。 

学士課程においては、各学位の特性に応じた単位の実質化を図るために、2015

（平成 27）年度より１年間に履修登録できる単位数の上限設定を導入している。

これにより、授業外学習時間を確保し、学外実習科目や海外研修科目、また単位化

されないさまざまな学外での学びを体験する「オフキャンパス活動」に積極的に参

加できるように配慮している。2020（令和２）年度からは、前年度のＧＰＡ値が一

定水準にある場合に、当該年度の履修登録単位数の上限を一部緩和する制度を設

け、学生一人ひとりの学修状況に合わせた対応を可能としている。また、履修指導

については、年度はじめに学科別オリエンテーションが行われており、特に新入生

には教務指導のみで１日かけ、指導教員による個別の指導も行うなど、きめ細かに

実施している。 

シラバスには、「授業の目的」「到達目標」「各回の授業計画」「授業方法」「予習・

復習・宿題など」「評価基準」等を記載し、カリキュラムマップと組み合わせるこ

とで効果的な履修となるよう工夫している。また、他の教員によるシラバスチェッ

クを実施しているほか、学修成果を測定するための指標としてルーブリックを設

定しており、こうした取り組みは概ね適切である。 

修士課程においては、学生の修了研究（修士論文作成）のための研究指導計画を

あらかじめ学生に示し、綿密な指導を行うべく、いずれの専攻でも入学時に修了研

究のテーマを提出したうえで、指導教員を決定している。また、学生は、在籍期間

中研究発表の機会を４回もつこととしている。2019（令和元）年度から教育学専攻

の留学生が急増し、修士論文執筆及び中間発表会用原稿作成のための日本語サポ

ートを目的として日本語指導助手を採用している。 

教育方法の導入、実施について全学的組織の関与については、「教学マネジメン

ト会議」が中心に行っている。 

 

⑤ 成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

単位制度の趣旨に基づく単位認定を法令に基づいて適切に行っている。他大学

等における既修得単位の認定については、学則で規定し、「単位認定取扱要領」を
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設け適切に認定している。成績評価方法及び基準はシラバスに記されており、それ

に基づいた単位認定を厳正に行うことが「履修規程」により規定されているほか、

評価のためのルーブリックを作成し、成績評価の客観性、厳格性を担保している。

学生に対しては、「履修の手引き」で成績評価方法及び基準を周知している。 

学部における学位授与については、「教務委員会」及び教授会において修得単位

数を審議し、認定を受けた者に学位を授与しており適切である。また、卒業論文に

おいて学科ごとに「卒業論文ルーブリック評価基準」を設けており、厳正な評価を

可能にしている。 

また、通信教育部の成績評価は「学習の手引き」に記された「レポートの評価基

準」をもとに評価し、科目ごとの要件に合格することで単位認定しており、適切で

ある。学位授与は卒業要件に該当し（通信教育部規程）、「通信教育部運営委員会」

での審議のうえ、教授会で卒業認定を受けた者に授与しており適切である。 

大学院の成績評価については学士課程とほぼ同様である。また、学位論文の審査

については、主査・副査、論文審査委員が論文審査と試験を行い、その結果を研究

科委員会で議決している。学位論文審査及び修了認定の客観性・厳格性を担保する

ために、「修士論文ルーブリック評価基準」、「修士論文の審査基準及び最終試験実

施要項」を策定し、大学院学則に明示した修了要件を満たす学生へ適切に学位を授

与している。 

以上のことから、成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っていると判断で

きる。 

 

⑥ 学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価しているか。 

学士課程における学習成果の測定方法として、いずれの学科も学位授与方針に

示す学習成果を評価するためのルーブリックを策定している。例えば、文学部国際

文化学科（旧総合文化学科）では、「知識」「技能」「志向性」の３つの項目を設定

し、それぞれに小項目を設定している。具体的には、「知識」では「日本文化」「国

際文化」「社会の仕組み」を設定し、それぞれの小項目が４段階評価で測定できる

ようになっている。この大項目及び小項目は、各学位授与方針に示す学習成果のう

ち、共通教育と専門教育の達成すべき能力に対応し、その達成状況を測定できるよ

うになっている。併せて、学生に対して「学修行動調査」及び「満足度調査」を実

施するほか、卒業生への意見聴取を行い、学生の学修成果の把握・評価を行ってい

る。また、通信教育部においては「学修行動調査」及び「満足度調査」を行って、

学生の学習成果の把握を行っている。 

修士課程においても、学位授与方針の学習成果を連関させた「修士論文ルーブリ

ック評価基準」を策定し、評価を行っている。 

なお、大学全体レベル、学科・専攻レベル、科目レベルの３段階で学習成果の評
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価を行う指針として「アセスメント・ポリシー」を策定しているものの、その運用

については今後の検討が望まれる。 

以上のことから、学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握してい

るものの、その評価については今後の取り組みが期待される。 

 

⑦ 教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価を行っている

か。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

全学的な教育課程及びその内容、方法の点検・評価は、定期的に「全学質保証Ｗ

Ｇ」（「教学マネジメント会議」）で検証しＦＤ活動等へフィードバックすることと

なっており、基準・方法についても明示している。 

「ＩＲ推進室」において、「学修行動調査」及び「満足度調査」の結果を分析し、

学位授与方針等との対応関係も示し、履修や学生生活の利用に役立てることとし

ているのは適切である。ただし、学生へのフィードバックは今後の課題として検討

が望まれる。 

各学科の改善・向上の取り組みとしては、コース改編やカリキュラム内容の見直

しを行っている。国際文化学科及び児童教育学科ではコース改編を行い、心理学科

においては、ＦＤや授業評価アンケート、学修行動調査等の結果をもとに教育課程

の内容や方法について定期的に点検・評価しており、カリキュラム内容を見直し、

内容の改善・向上、科目増加を行っており、適切である。通信教育部では授業評価

アンケートから、教育内容・教育方法の適切性について定期的に点検・評価を行っ

ている。また、大学院文学研究科心理臨床学専攻では新たにカリキュラム改編を行

い、公認心理師と臨床心理士の資格の同時取得を目指せる体制を構築した。 

学習成果の測定を行うアセスメント・ポリシーは策定されているが、まだその結

果が教育課程及びその内容・方法の改善に活用されるという段階には至っていな

いことから、今後は新たに整備した内部質保証体制のもと、点検・評価に基づく改

善・向上を図ることが期待される。 

 

⑧ 教育課程連携協議会を設置し、適切に機能させているか。（学士課程（専門職大学

及び専門職学科）／大学院の専門職学位課程） 

該当なし。 

 

５ 学生の受け入れ 

＜概評＞ 

① 学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。 

教育の理念に基づいた学部・学科、研究科・専攻ごとの学位授与方針及び教育課

程の編成・実施方針を踏まえ、学校推薦型選抜、総合型選抜、一般選抜を通じ、多
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様な人材を多角的に受け入れるとともに、「個性や適性を持った学生を受け入れ、

大学４年間の主体的・実践的学びを通して、社会適応力や実践力を養うこと」を目

的として学生の受け入れ方針を定めている。例えば、文学部心理学科では、「将来

心理学で学んだ知識や手法で社会に貢献したいという強い意志」とともに、「専門

的知識を学ぶ前提として、基礎学力をしっかりと身につけている人」「日々の生活

における人の内面や行動に関心を持っている人。あるいは、子どもの内面やその成

長に関心を持っている人」「悩んでいる人たちに寄り添い、その役に立ちたいと思

っている人」を、求める学生像として定めており、概ね適切である。ただし、入学

前の学習歴、学力水準等は各入試要項で示されているものの、学生の受け入れ方針

として明文化していない。 

学生の受け入れ方針は「入学試験要項」やホームページで公表している。ただし、

文学部心理学科等一部の学科において、媒体により方針の内容について表現が異

なっているものがあるため、今後の改善が望まれる。 

 

② 学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運営体制を適切

に整備し、入学者選抜を公正に実施しているか。 

学生の受け入れ方針に基づき、大学入学以前の学びを生かすことのできる多様

な入学試験を各学科で実施している。各学科での学びの内容に合わせて、学科ごと

に入学試験で必要な教科や入学前の学修歴、学力水準、能力等を「入学試験要項」

やホームページで公表している。入学試験の実施にあたっては、「入試委員会」が

企画・運営を行い、評価基準の策定や前年度からの変更等について検討を行ってい

る。また、障がいのある受験生に対して、受験者や保護者の要望を受け、合理的な

配慮を行って適切に対応している。入学者選抜における合否判定については、学

長、学内理事、アドミッションセンター長、学部長、学科長等で構成される「入試

査定協議会」で原案を策定のうえ、全学教授会の場で審議を行い、学長が入学予定

者（合格者）を決定している。 

通信教育部では、「教育を受ける機会の拡充」を目的としており、入学者選抜を

書類審査によって行っている。提出書類により入学目的や適性、入学資格について

確認したのち、「通信教育部運営委員会」の審査を経て、学長が入学予定者を決定

している。 

大学院は男女共学とし、心理臨床学専攻、教育学専攻それぞれで適切な選考が行

われるよう「入学試験要項」を定めている。文学研究科教育学専攻では、「外国人

留学生入試」や「社会人入試」も設定し広く人材育成に努めるとともに、仕事等で

標準修業年限での修了が困難な学生のための『長期履修学生制度』も整備してい

る。大学院への進学希望者からの専攻・研究内容に関する問合せに対しては、適合

する研究室の教官と進学希望者との直接面談等を設定し、大学院進学後の研究が
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円滑に行われるよう努めている。大学院の入学者選考に関する事項の検討及び入

学者合否判定のための審議は研究科委員会が行っている。 

以上のことから、学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度

や運営体制を適切に整備し、入学者選抜を公正に実施していると判断できる。 

 

③ 適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数を収容定員に

基づき適正に管理しているか。 

学生の受け入れの状況について、2020（令和２）年度においては、発達教育学部

心理学科をはじめ複数の学科で収容定員に対する在籍学生数比率が低かった。発

達教育学部心理学科は、2021（令和３）年度より募集停止し、文学部に心理学科を

設置し改組したものの、初年度の入学定員充足率が低く、適切な定員管理ができて

いるとはいえないことから、学部の定員管理を徹底するよう改善が求められる。ま

た、2021（令和３）年度において、学生募集を行っている全ての学科で入学定員に

対する入学者数比率が低く、学士課程全体で収容定員に対する在籍学生者数比率

が悪化している。既に「入試委員会」において、2021（令和３）年度入学者選抜か

ら、中等教育での学びをより重視した入学試験のあり方を検討し、志願者の挑戦意

欲を引き出す新たな入学試験の種別を設けるなど、全学科の定員確保に努めるこ

ととしているものの、継続して入学者選抜結果の分析や検証を行い、早急に改善を

行っていくことが望まれる。 

大学院については、文学研究科全体において適正な水準で学生を受け入れてい

る。入学者確保のため広報活動充実と入試選抜方法の改善を検討し、成績優秀者に

奨学金を給付する学習奨励生の対象人数を増やし募集強化を図ることとした。ま

た、公認心理師受験資格取得のために、心理臨床学専攻は心理学科との一貫教育を

強化することで学内進学者による安定的な入学者の確保を目指している。 

以上のように、学士課程における定員管理に問題が見受けられることから、今後

「入試委員会」や内部質保証に係る各組織で検証や改善を行うことが望まれる。 

 

④ 学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その

結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

学生の受け入れの適切性に関する定期的な検証の実施については、入学試験の

合否判定を行う際に「入試査定協議会」を実施し定員超過・不足にならないように

過去の入試の歩留率の資料を参考に合否判定の原案を作成し、最終的には全学教

授会で審議したうえで合格者を決定している。また、学生の受け入れ方針に沿った

学生の受け入れの状況については、「ＩＲ推進室」による全学的な入試追跡調査を

行っている。具体的には、卒業年次生の直接アセスメント（ＧＰＡ）と間接アセス

メント（満足度調査等の回答）を、入学時の入試種別ごとに分析し、その傾向を「入
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試委員会」で把握・審議し入学試験の妥当性の検証及び、次年度入試の改善につな

げるように努めている。 

「入試委員会」での検証結果は、「全学質保証ＷＧ」に報告され検証されること

になり、2020（令和２）年度の報告では、「総合的に見て各種入試はおおむね妥当

に実施されている」という自己評価を行っている。 

前回の大学評価（認証評価）において、過去５年間の入学定員に対する入学者数

比率の平均及び収容定員に対する在籍学生数比率が高いという指摘を受け、入学

試験ごとの定員設定を見直している。また、推薦入試での入学者比率が高くなりす

ぎないよう指定校推薦入試の推薦依頼枠の再検討を行っている。さらに、併願可能

な選抜方式においては、過去の入試結果をまとめ各選抜方式での歩留まり状況を

再度検証したうえで合格者を決定することで、入学定員を大きく上回る入学者数

にならないように努めている。その検討の際には、各業者の実施している模擬試験

の結果や入試の振返りの調査書等を参考に、社会情勢や学問系統へのニーズの動

向等も注視し、入学者選抜を行っており、その結果、改善勧告を受けた当時と比較

し改善している。 

通信教育部では、定員充足のために、入学時満 60 歳以上対象者の入学時学費免

除制度、短期間の履修証明プログラムを 2017（平成 29）年度入学生から導入し収

容定員に対する在籍学生数比率の改善を図っている。履修証明プログラムについ

ては、法改正に合わせて、短期間の履修証明プログラムを開設することとし、合計

８プログラムを開設した。 

大学院の心理臨床学専攻においては、年間３回（前期、中期、後期）の入試の実

施や、学内推薦入学制度の新設といった制度整備を行い、入学者の確保のための改

善を実施した。新たな国家資格、公認心理師への受験資格の取得を可能としたこと

で、学部からの一貫教育を充実させ、大学院への入学者の増加を見込んでいる。 

以上のように、学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行ってお

り、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを適切に行っているものの、

2021（令和３）年度の学部学生の受け入れの状況が厳しい結果となっていることか

ら、今後は新たに整備した内部質保証システムのもと点検・評価を行い、それに基

づく改善・向上を図ることが期待される。 

 

＜提言＞ 

 改善課題 

１）2020（令和２）年度において、発達教育学部心理学科及び福祉臨床学科の収容定

員に対する在籍学生数比率がそれぞれ 0.88、0.69と低い。また、両学科は既に

募集停止しているものの、改組し新たに設置した文学部心理学科の 2021（令和

３）年度の同比率が低く、継続して安定した学生の受け入れを行っているとはい
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いがたいことから、学部の定員管理を徹底するよう改善が求められる。 

 

６ 教員・教員組織 

＜概評＞ 

① 大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各学部･研究科等の教員組

織の編制に関する方針を明示しているか。 

大学が求める教員像及び学部・研究科の教員組織の編制に関する方針として、

「本学が求める教員像及び教員組織の編成方針（教授会申合せ）」を策定している。

このなかで、求める教員像として「学生の教育に対して誠実に取組み、不断に教員

としての資質向上に努める者」「大学の管理運営にかかる業務を理解し、積極的な

姿勢をもつ者」等の５項目を、また、教員組織の編制方針として「大学、学部、学

科、研究科、専攻の教育目標を達成するための適正な教員組織とすること」「専任

比率を高め、教員一人当たりの在籍学生数や年齢構成、男女比率等に考慮するこ

と」「実務家教員、外国人教員などの採用により多面的な教員組織とすること」等

６項目を定めており、概ね適切である。ただし、学部・研究科ごとの教育内容や分

野の特性に応じた教員組織編制の方針を示していないことから、今後の検討が望

まれる。 

 

② 教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するため、適切に教員

組織を編制しているか。 

専任教員数については、大学及び大学院設置基準で定める必要教員数を満たし

ている。 

教育上主要と認められる授業科目には、可能な限り専任教員による授業担当を

前提に配置し、科目の特性や内容によって、兼任教員の登用を適宜行っている。ま

た、教育研究上の必要性を踏まえ、各学科は教育と研究の成果を上げるために十分

な教員で構成されている。例えば、文学部国際文化学科は地域社会のグローバル化

に対応できる人材の養成を目標としており、目標を達成するために、ふさわしい業

績をもつ専任教員を配置している。 

教員一人あたりの学生数についても配慮し、教員一人あたりの授業担当負担に

ついても授業責任時間を定め運用しているものの、大学院や通信教育部の教員は

大部分を学部所属教員が兼務しているため、それぞれの教員の負担について今後

の検討が望まれる。なお、授業責任時間以上の授業時間を担当した者には手当てが

支給される。 

教員構成について、男女比は概ね適正な範囲と評価できるが、年齢構成について

は、実務経験者の採用重視の結果、50 歳以下の教員の割合がやや低く、外国人教

員等の採用、配置が低水準にあるため、教員組織の編制方針に沿った配置が望まれ
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る。 

また、発達教育学部児童教育学科においては、新たな学科改編に向け、実践的な

専門性を有した学生を教育現場に輩出するために、理論に裏打ちされた専門的な

研究活動を実践し業績を重ねた教員や、学校等の現場での実践を有する実務経験

のある教員をバランスよく採用することを検討している。 

以上のことから、教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開す

るための教員組織が適切に編制されていると判断できる。 

 

③ 教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。 

大学教員数の管理及び募集・採用については、「大学経営会議」で教員の定数案

を定め、「教員人事委員会」で配置や募集・採用方法を審議し、原則として公募に

よる採用を行っている。学科会議又は研究科委員会は、応募があった者について書

類選考のうえ、面接候補者を選定し面接を行っている。面接にあたっては、「本学

が求める教員像及び教員組織の編成方針（教授会申合せ）」に則り行うとともに、

模擬授業を実施し、教員としての適性についても確認している。また、学長面接を

通じて求める教員像にふさわしいかを確認している。選定結果は「教員人事委員

会」に報告し、同委員会は、「業績審査部会」において業績について審査し、職種

等の案を作成する。学長は、その審査結果を、任期の定めのない准教授以上で構成

される「教員選考委員会」（教授会組織）に意見を聴き、採用候補者を決定し理事

長に内申する。以上の人事についての手続は「教員人事の手続き等に関する内規」

を定めているほか、採用・昇格についての基準として「教員選考基準」「教員選考

基準取扱い内規」「教員業績算定基準」を定め運用している。 

以上のことから、教員の募集、採用、昇任等を公正性に配慮しながら、適切に実

施していると判断できる。 

 

④ ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動を組織的かつ多面的に実施し、教

員の資質向上及び教員組織の改善・向上につなげているか。 

教員の資質向上を目的として、ＦＤ活動を多面的に展開している。「ＦＤ推進委

員会」主導のもと、2015（平成 27）年度以降、毎年、「公開授業」「授業参観」「全

体研修会」「ＦＤ・ＳＤ研修会」、学科・専攻別のＦＤ研修会やアンケート等の計画

を立て継続的に行っており、質を高めるための授業改善、指導改善につなげ、教育

内容・方法の改善に向けて取り組んでいる。また、各学部・学科、文学研究科や通

信教育部の各組織についても、それぞれが抱える課題を克服するためのＦＤ活動

を計画し実行している。さらに、カリキュラム開発や教員の研究を含めたキャリア

開発等、教員組織や教育課程に即した実践的なＦＤの取り組みを進めている。公開

授業及び公開授業後全体研修会では、「学生の主体的な学びについて」「主体的で対
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話的な深い学びを実現する」等のテーマを設定し、質を高めるための授業改善、指

導改善につなげている。 

各学科・専攻においては、「カリキュラムマップの作成」「３ポリシーの再確認」

「卒業研究の評価基準について」「電子黒板の活用による授業改善」等、それぞれ

の問題意識によりテーマを設定し改善・向上につなげている。また、通信教育部に

ついても、「レポート添削の質向上」「学生のレポート学習を支えるために」等通信

教育の特性に応じたＦＤ活動を計画し実行している。 

各教員による研究計画及び授業改善計画については、前回の大学評価（認証評

価）での指摘を受け、「執行部会議」において「研究計画取扱申合せ」及び「授業

改善計画取扱申合せ」を制定し明確化させている。各教員は、年度当初に作成した

計画に基づいて、研究や授業を行い、年度終了後に実施状況に関する自己評価を行

い、その結果について学内システムを用いて教員間で共有することで、研究内容、

授業内容の改善に努めている。 

教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価については、「教員活動評価委員

会」を設置し、「教員活動評価実施規程」、「任期制教員及び特別任用教員活動評価

実施内規」（資料 6-24）により毎年実施している。同評価では、教員活動評価の評

価項目及び評価基準を設け、点数化するなど客観的な根拠に基づいて点検・評価

し、その結果を「特別教育研究費」の配分、昇任にあたっての参考にも活用してい

る。「教員活動評価委員会」は、学長、副学長、学部長・学科長、大学院専攻主任、

「大学評価委員会」の各評価専門部会座長で構成している。評価領域は、教育活動、

研究活動、管理運営活動、社会貢献及び調整の領域を設け、評価基準は「教員活動

評価委員会」で適時見直しを行っている。さらに、「授業評価専門部会」を設置し、

「ＩＲ推進室」と協力して学生による授業評価活動を行っている。授業評価の結果

の概要はホームページで公表するとともに、評価の高かった教員は学内で公示し

ている。 

以上のことから、ＦＤ活動を組織的かつ多面的に実施し、教員の資質向上及び教

員組織の改善・向上につなげていると高く評価できる。 

 

⑤ 教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果を

もとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

教員組織の適切性については、「大学経営会議」で定数管理を行い、「教員人事委

員会」が具体的な教員の選考、配置を行っている。これらの会議においては、所属、

採用時期、採用期間、雇用形態等の情報を記載した教員の配置表を活用するなど、

教員組織の検証をしつつ、点検・評価し、適切に定数管理、教員配置を行っている。

「教員人事委員会」による点検・評価の結果は「全学質保証ＷＧ」で検証され、適

切に教員配置に反映される。教員数は大学設置基準等の法令に定められた数以上
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を配置するとともに、採用、昇任等にあたっても、規則を定め規則に則った運用を

している。 

以上のことから、教員組織の適切性を不断に見直し、ＦＤ活動を通じた教員の資

質向上を図って教員・教員組織の適切性を維持していると判断できる。今後は新た

に整備した内部質保証システムのもと、点検・評価に基づく改善・向上を図ること

が期待される。 

 

 ＜提言＞ 

長所 

１）全学的に策定した教員組織の編制方針のもと、カリキュラム開発や教員の研究を

含めたキャリア開発等、教員組織や教育課程に即した実践的なＦＤ、教員評価の

取り組みを進めている。「ＦＤ推進委員会」主導のもと、ＦＤ研修会や公開授業、

各学科・専攻ごとのＦＤ活動に積極的に取り組み、多様で組織的なＦＤ活動を展

開しており、教員の参加率も高い。また、兼任教員にもＦＤ活動への参加を依頼

しており、専任・兼任を問わず教員の資質向上に努めている。教員活動の評価に

ついては、評価項目を毎年確認、検証し、問題点の整理と対応策についてワーキ

ンググループを設け検討し、「教員活動評価委員会」に進言し改善を図るなど、

常に評価項目を見直すなどの工夫を行っている。これらの取り組みにより、教員

の教育の質の継続的な向上が期待できることは評価できる。 

 

７ 学生支援 

＜概評＞ 

① 学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう、学生支援に関す

る大学としての方針を明示しているか。 

学生支援の方針として、「健康管理」「ハラスメント対応」「経済的支援」「キャリ

ア支援」「課外活動支援」の５点を根幹とした方針を定めている。具体的には、「健

康管理」においては健康な大学生活を送ることができるように、健康管理に関する

システムの確立・運用、障がいのある学生の支援策を充実させ、学生生活全般の活

動の充実を目指すことが示されている。「ハラスメント対応」においては関係部署

と連携し各種のハラスメントの防止、的確な対応、再発防止といったことが示され

ている。「経済的支援」においては給付型奨学金を充実させることが示されている。

また、「キャリア支援」においては就職支援体制の充実、就職支援イベントの実施、

企業との連携強化、留学生の就職支援の拡充が示されている。さらに、「課外活動

支援」においては学生自治会との連携強化、スポーツセンターとの連携、強化スポ

ーツクラブの拡充といったことが示されている。以上のことから、学生支援に関す

る方針は適切に定められているといえる。 
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なお、通信教育部については学生のほとんどが職業等に就いている社会人であ

るため、学生支援に関する方針は策定されていないが、通信教育部の学生に対して

も学生の資質及び能力を十分に発揮させるための適切な環境を整えることや、そ

れぞれの学生の個性に応じた学生生活上の指導及び助言を適切に行う必要がある

ため、その特性に応じた学生支援方針を明示し、それに則った支援を行うように改

善が望まれる。 

 

② 学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整備されている

か。また、学生支援は適切に行われているか。 

学生支援は「学生委員会」、学生サービスセンター、国際・留学センター、学生

相談室、キャリアセンター、教職課程・実習支援センター、スポーツセンター等が

連携し学生の支援体制を構築している。また、全教員にオフィスアワーの設定を義

務づけ、学生のさまざまな相談を受ける体制となっており、以上のことから学生支

援の体制は整備されているといえる。 

修学支援については、在学生全員に指導教員が割り当てられている。指導教員は

担当学生の成績や出席状況をリアルタイムで確認できるようになっており、さら

に前学期のＧＰＡが一定基準以下の場合は、指導教員から指導を行っている。経済

的な支援についてはさまざまな奨学金制度が準備されている。外国人留学生に対

しては国際・留学センターが、学業面や生活面での支援を行っている。新型コロナ

ウイルス感染症の流行に伴い、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応特別授

業料減免」や、アルバイト等による収入が著しく減少した外国人留学生に対しての

給付を行っている。障がいのある学生に対しては「障がいのある学生支援検討部会

内規」が制定されており、「障がいのある学生支援検討部会」を設置し、継続的な

検討が行われている。 

生活支援については、学生相談室を設置し、専門的な資格をもつカウンセラーを

配置し、学生の相談に対応している。また、教職員を対象に講演会・研修会を実施

し情報共有を行っている。ハラスメント防止に関しては規程が整備されており、対

応の仕組みが構築されている。 

進路支援については、キャリアセンターを中心に取り組みが実施されており、イ

ンターンシップ科目や正課授業において「職業講話」を実施し、低学年からの職業

観の醸成に努めている。教職志望の学生に対する支援も各種講座や説明会を通じ

て行われている。新型コロナウイルス感染症の影響下においても、オンラインによ

る対応等を進めている。 

その他の支援についてはボランティア活動には地域連携センター、スクールサ

ポーターには教職課程・実習支援センターが支援窓口となっている。スポーツ活動

を支援する体制としてスポーツセンターが設置されており、指導者の資質向上も
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含めた支援が行われている。 

以上のことから、各組織において適切な学生支援が行われていると判断できる。 

 

③ 学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果を

もとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

「全学質保証ＷＧ」が、修学支援・学生支援に関する方針を策定し、「学生委員

会」等において方針に沿った取り組みを行い、その結果を「大学評価委員会」に置

かれた「学生支援評価専門部会」において、毎年点検・評価を行うこととなってい

る。今後は、新たに整備した内部質保証システムのもと、点検・評価結果に基づい

て、「全学質保証ＷＧ」の提案、マネジメントに基づく改善・向上を図ることが期

待される。 

 

８ 教育研究等環境 

＜概評＞ 

① 学生の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備するための方

針を明示しているか。 

「教育研究等環境整備基本方針」が、2020（令和２）年度に「全学質保証ＷＧ」

により定められた。そのなかで、安全で利便性のある施設の整備、専門資料の整備

と学術データベースの導入、リポジトリによる公開、他図書館との相互利用、専門

職員としての司書有資格者の配置、開館時間や閲覧スペースの整備、安全で利便性

の高い情報通信基盤の構築とＩＣＴサービスの提供など５点の方針を定め、大学

ホームページで公開している。 

以上の方針に先立ち、中・長期計画である「第３次 10年構想５か年計画」では、

学生の学習支援、教員の研究活動支援等の環境整備計画が検討されている。これら

の結果は、教職員にグループウェア等で開示されており、学内で周知、共有されて

いる。 

以上のように、教育研究等環境の整備に関する方針については、大学全体の方針

に合わせて適切に策定し、明示していると判断できる。 

 

② 教育研究等環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を有し、かつ運動場等

の教育研究活動に必要な施設及び設備を整備しているか。 

教育研究等環境は、「教育研究等環境整備基本方針」及び「第３次 10年構想５か

年計画」に沿う形で、施設・設備、情報ネットワークの整備等、良好な環境の維持

に努めている。 

校地及び校舎面積は、大学設置基準を満たしている。校舎についても、大学設置

基準に基づき、学生の学習、及び教員の教育研究活動を考慮して、講義室、演習室、
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実験室、及び実習室が整備されている。また、福祉演習室兼家庭科教室、調理実習

室、生物・化学実験室、音楽教室、ピアノ個人練習室、電子ピアノ教室、美術教室、

ダンス教室、情報処理教室といったより専門的な施設・設備も整備されている。体

育館も新たに建設され、授業だけでなく課外活動や社会貢献、社会交流活動施設と

して利用されている。さらに、地域子育て支援、教育の模擬実習も可能な子育て支

援ひろば「すくすく」を学内に設置している。 

施設・設備等の安全については、環境整備・維持保全・営繕補修等の観点から、

「施設環境整備委員会」が定期的に検討・審議している。衛生管理については、産

業医が各施設を巡回し、その結果を「衛生委員会」に報告し、同委員会が指摘事項

の改善に取り組んでいる。 

ネットワーク環境については、鈴蘭台キャンパス、三宮サテライトキャンパス等

を結ぶキャンパスネットワーク「ＳＷＡＮＳ」を敷設している。学習教育総合セン

ターは、「ＳＷＡＮＳ」上で教室・研究室の有線ＬＡＮ、学内での無線ＬＡＮ環境

の管理を行っている。キャンパスネットワークの更新についても 2013（平成 25）

年に策定された情報化年表に基づき、計画的に整備、強化してきている。こうした

環境は、教室や研究室だけでなく、ラーニングコモンズ、図書館、学生会館ラウン

ジにおいても整備され、広く活用されている。 

学生への情報倫理教育は、１年次生の必修科目の単元に位置づけられており、共

通教材も新たに開発されている。また、「ソーシャルメディアガイドライン」をホ

ームページ上で公開し、学生への周知を図っている。教職員には「セキュリティガ

イド」を配付し、情報管理の徹底に努めている。 

学生生活の快適性については、年次計画に従って、構内のバリアフリー化を図っ

てきている。また、日本人学生と外国人留学生との交流を図るため「国際交流寮」

を整備している。心理・教育相談室は、学生からの相談に対応できる体制・環境を

整えている。 

以上のように、教育研究に必要な施設及び設備は、安全かつ適切に維持管理さ

れ、計画的に整備されていると判断できる。 

 

③ 図書館、学術情報サービスを提供するための体制を備えているか。また、それらは

適切に機能しているか。 

図書館では、学生の学習、及び教員の教育研究活動の必要に即して、図書、雑誌、

電子資料・データベースを整備している。図書資料の点数、質、種類・形式、分野・

領域ともに十分に満たしている。空間的には、図書館の座席を十分に確保し、蔵書

検索用パソコンのほか「マルチメディアルーム」を整備し、パソコン、プリンター、

映像資料視聴ブース、マイクロリーダープリンター、プロジェクターを設置し、学

生の多様な学習及び教員の教育研究活動の利便性の向上を図っている。 
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図書館の運営業務は、委託職員を含む全員が専門的な知識及び資格を有し、学生

や教員をはじめ利用者に対し専門的な支援を行っている。通信教育部のスクーリ

ングが行われる日曜・祝日にも開館し、通信教育部を含めた全ての学生に対してサ

ービスを提供する体制が整えられている。 

学内外からの利用を促進するために、図書館のホームページにおいて、資料検索

の方法や貸出の手続、データベース利用の方法、ＩＴサポート等に関する情報を提

供している。これにより、利用促進と利便性の向上を図っている。 

以上のことから、図書館、学術情報サービスを提供するための体制は、適切に整

備され、十分に機能していると判断できる。 

 

④ 教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動の促進を図っ

ているか。 

研究に対する大学の基本的な考え方は、2015（平成 27）年度制定の「研究倫理

基準」において、「研究を行う者（学生を含む。以下「研究者」という。）は、自由

な意思に基づき、他者からの束縛を受けず、研究を行う権利を享受する一方、研究

を行う上で自らの責務を自覚し、自らを厳しく律するとともに、強い倫理意識をも

って、公平、公正に研究を実施することにより研究成果を生み出し、社会の信頼と

負託に応えなければならない」と明記しており、適切である。 

教員に対する研究費の支給については、2010（平成 22）年度制定の「研究費助

成に関する取扱規程」により、個人で行う研究に対して上限を定めて助成する「第

１種研究費」、個人で行う研究に対して、申請に応じて配分額を決定し助成する「第

２種研究費」、共同研究チームで行う研究に対して申請に応じて配分額を決定し助

成する「第３種研究費」、外部研究費に採択された研究者がその間接経費に対して

申請し、配分額を決定、助成する「第４種研究費」、出版助成費、教員の前年度の

教員活動評価に基づいて配分額を決定し助成する「特別教育研究費」を定め、これ

により支給している。また、外部資金獲得を支援するために、「科研費に関する勉

強会」や「科研費に関するＦＤ研修会」等を定期的に行っている。公的研究費の管

理については、「公的研究費管理規程」を制定し、公的資金の適正な使用、管理、

不正防止に努めている。 

研究室については、各教員に対し個人研究室を配分している。 

教員の研究時間を確保するために、就業規則に学外における研究及び研修の時

間を勤務時間に含めることができると明記し、週１日の在宅研究日を確保してい

る。また、研究に専念する時間を確保するため、「在外研究員規程」「国内学術研究

員規程」「短期サバティカル実施規程」を整備し、利用を図っている。 

教育研究に関する支援として、ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、スチュー

デント・アシスタント（ＳＡ）を制度化し、同時に学生へのきめ細かな教育指導に



神戸親和女子大学 

25 

 

結びつけている。 

以上のことから、教育研究活動を支援する環境や条件は、適切に整備され、教育

研究活動の促進も図られていると判断できる。 

 

⑤ 研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応しているか。 

研究倫理や研究活動の不正防止にあたっては、「研究倫理規程」を整備し、その

なかで研究倫理上の問題発生の防止及び不正行為が生じた場合の適切な措置等に

関し、必要な事項を定めている。具体的には、研究倫理責任者として副学長を充て、

研究倫理上の問題発生やその防止等に関する重要事項を審議する「研究倫理委員

会」を設置している。同委員会は、「公正な研究を実施するための教育・啓発活動」

「研究倫理上問題が生じる恐れのある研究及び研究成果の発表内容の審査」「不正

行為が生じた場合の調査、審理及び判定」「その他公正な研究の実施及び研究上の

不正行為の防止を図るために必要な活動」を行っている。また、「研究倫理基準」

では、研究者が研究を実施するうえで遵守すべき倫理上の基準を示し、さらに「公

的研究費管理規程」において、公的研究費の使用、管理、不正防止を明示している。

「研究倫理審査ガイドライン」では、研究倫理審査の事前の確認事項や審査手続を

定めている。「「研究倫理審査」に関するチェックシート」では、研究者が事前に研

究倫理審査が必要か否かを判断できるようにしている。 

研究倫理を遵守した研究活動を推進するために、定期的にコンプライアンス教

育及び研究倫理教育・研修を実施している。研究倫理研修では、研究倫理 eラーニ

ングコースの受講を義務化し、研究費のコンプライアンス研修では、研究倫理 eラ

ーニングコース修了証に加え、コンプライアンス誓約書の提出を義務付けている。

学部学生及び大学院学生に対する研究倫理教育については、『学生要覧』に「研究

倫理基準」を掲載するとともに、必修科目の到達目標に「本学の研究倫理基準を学

び、研究における不正行為の問題性とそれを防止するための対策について理解し、

研究を遂行することができる」ことを掲げ、実施している。 

以上のことから、研究倫理を遵守するために必要な規程の整備や措置は、適切に

講じられている。また研究倫理を遵守した研究活動を促進するための教育、研修活

動も適切に行われていると判断できる。 

 

⑥ 教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その

結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

教育研究等環境に関する自己点検・評価は、教育施設・設備については「施設環

境整備委員会」が行っている。同委員会は、施設・設備及び環境（キャンパスの緑

化、美化、清掃等）整備の計画に関する事項、施設・設備の維持保全、営繕及び補

修に関する事項、その他施設・設備及び環境整備に関する必要事項について審議
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し、学長に報告している。また、施設・設備の利用状況の把握と検証については、

「教務委員会」や「学習教育総合センター運営委員会」で行われている。前者は教

室等の点検・評価に関わり、後者は情報ネットワーク、学習支援環境、図書館、ラ

ーニングコモンズの点検・評価に関わっている。 

個別担当部署及び委員会における点検・評価結果は、「施設環境整備委員会」に

おいて集約・協議される。「施設環境整備委員会」で対処、協議される事項は、「大

学執行部会議」「大学経営会議」に報告され、検証が行われている。学習教育総合

センターでは、「学習教育総合センター運営委員会」で利用データが検証され、そ

れに基づきネットワーク回線の増強が図られている。また、「教務委員会」では、

教室の利用状況を点検し、利用頻度の少ない教室をアクティブ・ラーニング型授業

が可能な教室へと転換、改修するなど、効率的な学習環境の整備への取り組みがな

されている。 

このように、教育研究等環境の適切性については、各担当部署、委員会において

定期的に見直しを行っている。今後は、新たに整備した内部質保証システムのもと

点検・評価に基づく改善・向上を図っていくことが期待される。 

 

９ 社会連携・社会貢献 

＜概評＞ 

① 大学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会貢献に関する

方針を明示しているか。 

大学の社会連携・社会貢献の方針は、「社会連携・社会貢献に関する方針」とし

て策定されている。このなかで、「理念・目的を実現するための『地域志向力』を

醸成する教育の推進」「学生の地域連携学習の推進」「知の拠点として知的資源の開

放」の３つを基本的な方針としたうえで、それぞれの項目の具体的な内容を示して

いる。 

この方針は 2020（令和２）年度の「執行部会議」で策定し、「全学質保証ＷＧ」

で了承されている。また、同方針をホームページに掲載し、広く周知を図っている。 

以上のことから、大学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・

社会貢献に関する方針を明示している。 

 

② 社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢献に関する取り組み

を実施しているか。また、教育研究成果を適切に社会に還元しているか。 

地域連携に関する学内組織として地域連携センターが設置されている。同セン

ターの目的は、「大学教育の社会への開放を促進し、地域の社会教育及び生涯学習

に貢献すること」「地域及び他大学との連携により地域社会の発展に貢献するこ

と」「本学学生の地域貢献や子育て支援に関する多様な資質・能力の向上に資する



神戸親和女子大学 

27 

 

こと」「本学学生を含む地域住民との世代間交流を図りながら、地域の子育て支援

の拠点となること」の４点である。同センターは、「保育専門職のための赤ちゃん

学講座」「日本気候療法士リーダー資格講習会」「キッズオープンキャンパス」「も

のづくりフェスティバル」等多数の公開講座を実施している。また、学生ボランテ

ィアの近隣地域での活動、神戸市地域子育て支援拠点事業の助成を受けた子育て

支援ひろば「すくすく」の開設など各種展開している。 

地域連携センター以外の活動では、「心理・教育相談室」において心理的な悩み

全般についての相談を行うほか、「特定非営利活動法人親和スポーツネット」を設

立し、スポーツ講座や成人・子ども向けスポーツ教室を開催するなど、大学院や学

科の教育研究の成果を社会に還元する試みもある。また、学生ボランティアについ

ては、半数を超える学生がボランティアとして登録し、学校園、公的機関、施設、

地域行事等への参加を行っており、大学の掲げる「オフキャンパスの学び」を通じ

た学生の学びに寄与している。 

以上のことから、社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢

献に関する取り組みを積極的に行い、教育研究成果を適切に社会に還元している

と高く評価できる。 

 

③ 社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、

その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 

社会連携・社会貢献の適切性については、「地域連携センター運営委員会」にお

いて毎年度事業の実施状況の評価・検証を行い、活動状況の把握・見直しを図って

いる。今後は、新たに整備した内部質保証システムのもと、点検・評価に基づく改

善・向上を図っていくことが期待される。 

 

 ＜提言＞ 

長所 

１）社会連携・社会貢献の方針に基づき、地域連携センターを中心に大学の特性を生

かした多数の社会貢献活動を行っている。例えば、「保育専門職のための赤ちゃ

ん学講座」「日本気候療法士リーダー資格講習会」など多数の講座を開講するほ

か、「キッズオープンキャンパス」「ものづくりフェスティバル」を開催している。

また、学生ボランティアについては半数を超える学生がボランティアとして登

録し、学校園、公的機関、施設、地域行事などへの参加を行っており、大学の掲

げる「オフキャンパスの学び」を通じた学生の学びに寄与している。さらに、子

育て支援ひろば「すくすく」の開設や、「心理・教育相談室」の設置、「特定非営

利活動法人親和スポーツネット」を設立するなど、大学の教育・研究成果を積極

的に還元していることは評価できる。 
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10 大学運営・財務 

（１）大学運営 

＜概評＞ 

① 大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現するために必要

な大学運営に関する大学としての方針を明示しているか。 

法人として定める中・長期計画において、教育戦略、広報戦略、財務強化戦略、

施設設備計画等を示しているものの、その内容は目標・計画であり、それらを実現

するための大学の運営方針を示しているとはいえないことから改善が望まれる。 

 

② 方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、教授会等の組織を設け、これ

らの権限等を明示しているか。また、それに基づいた適切な大学運営を行っている

か。 

学長に意見を具申する機関として教授会を位置づけ、学長を補佐する役職者は

学長が選任し、任期は学長の在任期間となっている。学長による意思決定を円滑に

行うために、「執行部会議」「大学運営会議」、法人組織との連携を目的とし「大学

経営会議」を設置し、大学運営に必要な組織の整備を行っている。また、これらの

会議については規程を整備しており、適切といえる。一方、学長のガバナンス体制

の整備の過程で会議が増え教職員の負担が増えていることが課題として挙げられ

ており、今後も継続して大学の規模に応じたガバナンス体制の整備検討が必要で

ある。 

学長の選任については「学長選任規則」に基づき、「学長選考委員会」により「学

長候補者推薦要領」が作成され、厳格な選考のうえ、理事会に推薦している。 

危機管理対策として「学校法人親和学園危機管理基本方針」を定め、この方針に

基づき、「学校法人親和学園危機管理規程」を整備している。また、大学部門にお

いても「危機管理委員会及び危機管理対策本部規程」を定め、危機管理体制を整備

している。 

 

③ 予算編成及び予算執行を適切に行っているか。 

予算編成については常任理事会の議を経て「予算編成方針」が作成され、これを

踏まえ各担当部署において予算申請書を作成している。これを学長がヒアリング、

事前相談を行い予算原案として理事会、評議員会等の必要な会議体で審議し、最終

承認を得ている。 

予算執行については、予算額を超えることなく、かつ小科目の流用を行うことな

く執行するため、予算執行伝票作成システムで制限し、「経理規則」を遵守する制

度を構築している。また、予算執行後は翌月に業務別元帳が執行部署に配付され予
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算と実績の差異分析と検証を行っている。 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴いさまざまな対応・支援を行っており、そ

れらの費用については補正予算として計上している。 

以上のことから、予算編成及び予算執行を適切に行っていると判断できる。 

 

④ 法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大学運営に必要な

事務組織を設けているか。また、その事務組織は適切に機能しているか。 

事務組織は「事務組織規程」にて各部署の業務を明記し、事務職員を配置してい

る。事務職員の採用、昇格については「学校法人親和学園事務職員人事委員会規程」

において規定している。 

大学運営においては「執行部会議」「教学マネジメント会議」「大学経営会議」が

主体と位置づけられており、これらの会議には教員・事務職員が構成員となってお

り、教職協働で大学運営を行っている。 

職員に対する業務評価は、管理職は重点目標設定シート、非管理職は目標設定シ

ートを用いて行われている。年度末に行動結果の自己評価と人事考課を実施して

おり、昇格、昇任等の参考資料としている。 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、職員の在宅等による遠隔勤務も導入

され、次年度以降の制度化に向けた検討がなされている。 

以上のことから、大学及び法人の運営に必要な事務組織を設け、それらが機能し

ていると判断できる。 

 

⑤ 大学運営を適切かつ効果的に行うために、事務職員及び教員の意欲及び資質の向

上を図るための方策を講じているか。 

事務職員及び教員の意欲及び資質の向上を図るためのスタッフ・ディベロップ

メント（ＳＤ）研修を組織的かつ体系的に実施するため、「ＳＤの実施方針に関す

る内規」が制定されている。大学の経営状況に関するもの、管理部門、企画・教学

部門、入試・広報部門等の各業務領域の知見の獲得を目的とするものをＳＤ研修と

して実施している。これらの研修は事務職員及び教員を対象とし、その研修テーマ

に対応して参加者の属性を決めて実施している。過去において参加率の低い研修

もあったが、改善の傾向がみられる。 

事務職員については多様な外部研修への参加や自己啓発研修に対する助成制度

が整備されている。ただし、制度の利用者が少ないことについては、今後の検討が

望まれる。 

 

⑥ 大学運営の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。また、その結果を

もとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。 
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監査については、理事長のもとに「内部監査委員会」を設け、監事監査、監査法

人による会計監査との連携に努めている。 

監事監査は年度ごとにテーマを決めて実施し、指摘事項については次年度の監

査時に進捗状況を報告している。監査結果については理事会及び評議員会にて監

事より監査報告を行っている。また、監査法人による会計監査は、期中監査、年度

末監査が実施されており、学校法人会計基準に準拠した計算書類が適正に作成さ

れていることや内部統制の有用性について監査している。これらの監査結果につ

いては「全学質保証ＷＧ」に報告し、改善方策を図る仕組みとなっている。 

事務組織のあり方に関する自己点検・評価については、上述した業務評価として

管理職者用の重点目標設定シート、目標設定シートを用いているものの、用途とし

ては人事考課であり、組織自体の自己点検・評価であるとはいいがたい。今後は事

務組織を含めた大学運営のあり方に関する自己点検・評価を行う際の基準、体制、

方法等を明確にしたうえで、点検・評価に基づく改善・向上の取り組みを行うこと

が期待される。 

 

（２）財務 

＜概評＞ 

 ① 教育研究活動を安定して遂行するため、中・長期の財政計画を適切に策定している

か。 

2015（平成 27）年に策定した「第２次 10年構想５か年計画」及び「財政改善計

画」を精査検証し、学園のビジョンと理念を明確にして具体的な目標と事業を特定

した、2020（令和２）年度から 2024（令和６）年度を期間とする「第３次 10年構

想５か年計画」及び同計画を実現するための財政基盤の確立を目的とした「第３次

財政改善計画」（2020（令和２）年度～2024（令和６）年度）を策定している。そ

のなかで、財政状況の改善の指標として、事業活動収支差額比率等を系統別大学部

門の平均まで改善することを目指し、貸借対照表関係比率、「事業収入に対する翌

年度繰越収支差額の割合」及び「要積立額に対する金融資産の充足率」の改善に取

り組むことで、教育研究水準を維持し向上するための財政基盤の整備を図ること

を基本方針としている。しかし、それらの目標は実態と乖離していることから、今

後は毎年度、財政改善計画の達成状況の検証を行い、現状に沿った数値目標を設定

するとともに、計画の不断の見直しが求められる。 

 

② 教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基盤を確立している

か。 

財務関係比率については、法人全体及び大学部門ともに、「文他複数学部を設置

する私立大学」の平均と比べ、人件費比率が高く推移し、事業活動収支差額比率も、
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法人全体では 2017（平成 29）年度から、大学においても 2018（平成 30）年度から

マイナスに転じている。「要積立額に対する金融資産の充足率」も極めて低い状態

が続いていることから、教育研究活動を安定して遂行するために必要な財政基盤

が確立できているとはいえない。今後は、「第３次 10年構想５か年計画」に掲げた

入試改革及び教育改革を中心とした諸政策を着実に遂行し、「第３次財政改善計

画」を達成し財政基盤を確立するよう是正されたい。 

外部資金については、さまざまな記念募金活動を展開し、また、大学連携や地域

貢献を柱とした「私立大学等改革総合支援事業」にも採択されてきており、今後更

なる財源の多様化に向けた組織の強化に努めることとしているため、効果が期待

される。 

 

 ＜提言＞ 

 是正勧告 

１）人件費比率が高く推移し、事業活動収支差額比率もマイナスに転じてきており、

「要積立額に対する金融資産の充足率」も極めて低い状態が続いていることか

ら、教育研究活動を安定して遂行するために必要な財政基盤が確立できている

とはいえない。今後は、「第３次財政改善計画」の達成状況を毎年度検証し、そ

の結果に基づいた不断の見直しを図り、「第３次 10年構想５か年計画」に掲げた

入試改革及び教育改革を中心とした諸政策を着実に遂行して、財政基盤の確立

を図るよう是正されたい。 
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神戸親和女子大学受験生応援サイト（Strong Point Book） ○ 実地 5-3 
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第 7 回（第 211 回）地域連携センター運営委員会議事録（2020 年 11 月 25 日）   実地 9-3 
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実地

10(1)-5 

    

その他 ＳＤ研修会一覧（2018 年度～2020 年度）   
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